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研究成果の概要（和文）：本研究は企業の育児支援施策が、労働者の就業意欲や満足度、及び企

業の業績に及ぼす影響を分析した。大阪府の企業を対象とした二度のアンケート調査、全国の

労働者を対象とした二度のアンケート調査、及び企業や労働組合を対象に多数のインタビュー

調査を行い、育児支援が企業経営に及ぼす影響を明らかにした。分析の結果、育児支援制度は

制度の利用者の就業意欲を高めること、育児支援制度は企業利益と正の相関関係があることが

明らかになった。 

 

研究成果の概要（英文）：This research analyzed the effect of child support measures on 
workers’ work motivation and corporate performance. We implemented two questionnaire 
surveys for firms, two questionnaire surveys for workers and many interviews for managers. 
We found that the work motivation increases when workers use child support measures, and 
there is a positive correlation between child support measures and corporate profit. 
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１．研究開始当初の背景 
(1) 本研究に関連する国内・国外の研究動向
及び位置づけ 
 育児支援策が企業にとってどのようなメ
リット・デメリットがあるのかについての実
証的な研究は欧米を中心に徐々に蓄積され
つつある。それによると、労働者のストレス
低下、仕事へのコミットメント上昇、欠勤
率・離職率の低下、企業業績の改善などが報
告されている（脇坂・松原 2004, 2005）。 

わが国でも、育児休業制度の離職率への影響
（今田・池田 2006）、人材確保への効果（武
石 2006）、労働需要への影響（森田 2005、
2006）、株価への影響（川口・長江 2005）な
どの研究が蓄積されつつある。しかし、わが
国ではまだ研究は尐なく、実証分析の蓄積が
期待されている。本研究は、企業と労働者へ
のアンケート調査、及び企業と労働組合への
インタビュー調査によって、企業の育児支援
施策が労働者の就業意欲や満足度、及び企業
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の業績に及ぼす影響を明らかにすることを
目的としている。 
 
(2) 応募者のこれまでの研究成果を踏まえ
着想に至った経緯 
 本研究グループの構成員は、これまでそれ
ぞれ独自に、育児支援策を中心とするワー
ク・ライフ・バランス施策が、従業員のスト
レス、企業の労働需要、企業の評判、企業の
業績などに与える影響を研究してきた。研究
方法としては、労働経済学的アプローチ、心
理学的アプローチ、経営学（人的資源管理論）
的アプローチなどの研究方法を取り入れて
きた。これまでの各自の研究蓄積を共有する
ことにより、育児支援策が企業経営に及ぼす
影響を総合的に研究することが可能になり、
従来の研究を超える成果が上げられると判
断し、研究グループを形成した。 
 
２．研究の目的 
 企業の育児支援策が企業経営に与える影
響を、従業員への影響と企業業績への影響の
二つの側面から分析する。 
 
(1) 企業業績への影響：アンケート調査によ
り育児支援計画と企業業績の相関関係を明
らかにする。また、日経 NEEDSを用い、育児
支援策が、営業利益や売上に与える影響を明
らかにする。 
 
(2) 従業員への影響：従業員の仕事と育児の
葛藤によるストレス、支援策利用者と非利用
者の幸福度、従業員の企業へのコミットメン
ト、欠勤率・離職率、従業員の教育訓練が行
動計画の実施前後でどう変化したかを、企業
と労働者へのアンケート及びマネージャー
と労働組合への聞き取り調査により明らか
にする。 
 
３．研究の方法 
(1) 企業へのアンケート調査 
 企業アンケートの内容は、企業の基本属性
（産業、資本規模、売上、営業利益など）、
従業員構成（男女別正規従業員数、男女別非
正規従業員数、男女別管理職数など）、育児
支援制度の事態（育児休業制度、育児のため
の短時間勤務制度、制度の男女別利用者数）、
育児支援制行動計画の内容と認定（認定基準
を超える計画か否か、認定申請の有無、認定
の有無）、行動計画実施の従業員への影響（欠
勤率、離職率、コミットメント、モラール、
業績など）、認定企業については認定の影響
（従業員のモラール、消費者の反応、求職者
の反応）等である。 
  
(2) 労働者へのアンケート調査 

労働者へのアンケート調査は、インターネ

ットによって行う。対象は 20歳から 49歳の
男女労働者である。調査項目は、年齢、配偶
者の有無、子どもの有無、勤続年数、職種、
就業形態、勤務状態、職場の雰囲気、仕事へ
の満足度、勤務先企業の産業、規模、育児支
援制度の有無と利用経験の有無などである。 
 
(3) インタビュー調査 
 企業の管理職と労働組合の幹部にインタ
ビューを行う。調査項目は、育児と仕事の両
立のために従業員が企業に期待すること、企
業が育児支援として行っている施策とその
成果などである。 
 
４．研究成果 
(1) 企業へのアンケート調査の結果 
 企業へのアンケート調査は、2007年 8月か
ら 9月にかけてと、2009年の 9月から 11月
にかけての 2回行った。第 1回目は、大阪府
下の 3500社に調査票を郵送し、428社から回
答を得た。回収率は 12.2%だった。第 2回目
の調査では、大阪府下の 3166社に調査票を
郵送し、407社から回答を得た。回収率は
12.9%だった。 
 第 2回目の調査の主な結果をまとめると以
下のようになる。図 1は育児支援策の実施状
況である。育児支援策として、もっとも多く
の企業が導入しているのが、「育児休業制度」
で 83.8%に上る。さらに、「短時間勤務」「所
定外労働の免除」「妻が出産したときの休暇
制度」「子の看護休暇」「始業・就業の繰り上
げ・繰り下げ」が 50%を超えている。 

 
 図 2 は育児支援策の効果をまとめている。
これは、それぞれの項目の効果を期待した企
業の内、何パーセントが「効果があった」と
感じているか、あるいは「効果がなかった」
と感じているかを示している。効果が「大い
にあった」または「ややあった」と回答した
割合がもっとも多いのが「女性従業員の帰属
意識を高める」で 71.8%、続いて「女性従業
員の定着率を高める」が 71.2%、「女性従業員
の勤労意欲を高める」が 69.7%である。さら
に、従業員満足度を高めたり、企業イメージ



 

 

を完全し、優秀な人材の確保に役立っている
ことが分かる。また、男性従業員に対する帰
属意識や勤労意欲の向上の成果を実感して
いる企業は比較的尐ないが、それでもおよそ
半数の企業は効果があったと判断している。 

 
(2) 労働者へのアンケート調査の結果 

 労働者へのアンケートは、インターネット
を利用して、2 回行った。図 3 は、2 回目の
調査結果から、各制度の利用者割合を示した
ものである。なお、利用者割合は、利用者を
回答した全労働者（21 歳から 50 歳までの男
女）で割ったものであり、子どもがいない労
働者も含んでいる点に注意されたい。また、
これらの制度は育児支援にかかわる制度で
あり、たとえば一般的な在宅勤務や再雇用制
度の利用者は含まれない。 
 利用者が最も多かったのは、始業・就業時
間の繰り上げ・繰り下げやフレックスタイム
制度などの「労働時間を柔軟にする制度」で、
14.1%の労働者が利用している。「残業をさせ
ない制度」も 10%近くの労働者が利用してい
る。育児休業利用者は 3.6%とかなり尐ない。
育児休業を利用せず、労働時間を柔軟にする
制度や残業をさせない制度を利用している
労働者が多いことが分かる。 
 
(3) インタビュー調査の結果 
 企業の管理職と労働組合の幹部へのイン
タビューは 2009 年の 1 月から 3 月にかけて
行った。対象は自動車製造業 5社と自動車小
売業 2社の計 7社とその労働組合である。同
時にそれら 7 社を含む 302 社 4000 人の労働

者を対象にアンケート調査を行った。 
 育児休業が取りやすいかどうかを尋ねた
ところ、休業者に対して社外から代替要員で
補充している企業で「取りやすい」と感じて
いる人が多いことがわかった。たとえば、「女
性が育児休業を取りやすい環境にある」と回
答した女性の割合は、「社内の人員を異動さ
せる」ことによって人員を補充している企業
では 32%にとどまるのに対し、「社外から補充
する」企業では 67%に上る。社外からの代替
要員の補充が育児休業を取りやすくしてい
ることがわかる。 
 従業員がもっとも望んでいる支援制度は
「子の看護休暇」であり、6 歳未満の子のい
る女性の 86%、男性の 56%が希望している。「短
時間勤務制度」と「育児休業制度」がそれに
続く。 
 企業の業種（自動車製造業と自動車小売
業）を反映して、女性労働者の割合が尐ない。
そのためか、企業も労働組合も育児支援への
取り組みには熱心とは言い難い。従業員から
も、労働時間の短縮や有給休暇の取得促進と
比較して、育児支援策への取り組みが十分で
ないという声が多かった。 
 
(4) 育児支援策の企業業績への影響 
 大阪府下の企業を対象とした調査を用い
た分析では、育児支援施策は企業や生産性と
正の相関関係があることがわかった。たとえ
ば、育児休業制度のある企業では、「2年前と
比較した経常利益」や「2 年前と比較した労
働生産性」が有意に高い。また、「企業の育
児支援制度数」は、「総資産経常利益率」や
「2 年前と比較した労働生産性」と有意に正
の相関関係がある。次世代育成支援対策推進
法に基づく育児支援の行動計画を策定して
いる企業では、「他社と比較した経常利益」、
「2 年前と比較した経常利益」、「2 年前と比
較した労働生産性」が有意に高い。これらは
必ずしも因果関係を示すものではないが、育
児支援策が生産性や企業利益に正の効果を
持っている可能性を示している。 
 一方、「売上高」「他社と比較した売上高」
「2 年前と比較した売上高」は育児支援制度
と有意な相関関係がなかった。売上高やシェ
アの拡大に経営目標を設定している企業で
は、育児支援をはじめとするワーク・ライ
フ・バランス施策には熱心でないのかもしれ
ない。 
 
(5) 育児支援策の従業員への影響 
①育児支援施策と賃金・就業意欲の関係  
 労働政策研究・研修機構が 2006 年に行っ
た全国調査を用いて、育児休業制度を含むワ
ーク・ライフ・バランス制度と賃金の関係を
分析した。その結果、ワーク・ライフ・バラ
ンス制度が充実している企業では以下の特



 

 

徴があることがわかった。 
1) 女性の初任給が高く、男女の初任給格差
が小さい。 
2) 勤続にともなう賃金上昇の男女間格差が
小さい。 
3) 女性の離職率が低い。 
4) 40歳以上の女性の就業継続意欲が高い 
5) 男女とも賃金水準が高い。 
 また、育児支援施策を含むワーク・ライ
フ・バランス施策を実施している企業では、
同時に女性活躍のためのさまざまな施策を
実施していることが多い。分析結果は、ワー
ク・ライフ・バランス施策と女性活躍推進施
策が良好な職場環境を生み出し、生産性を高
め、賃金上昇をもたらしている可能性を示唆
している。 
 
②育児休業制度と男性の就業意欲の関係 
 これまで、ほとんどの研究は育児支援施策
が女性の就業意欲に及ぼす影響に注目して
分析してきたが、本研究では男性の就業意欲
に対する効果も分析した。第 1回目のインタ
ーネット調査では、1617人の男性労働者の内、
本人が育児休業制度を利用した経験のある
人が 21 人（1.3%）いた。これは、厚生労働
省による「平成 20 年度雇用均等基本調査」
の数字とほぼ等しい。 
 男性の育児休業取得者の仕事満足度を取
得していない者と比較すると、取得者の満足
度が有意に高いことがわかった。たとえば、
年齢や年収や企業規模を調整したうえで、育
児休業取得者は「今の仕事にやりがいを感じ
る」「今の職場で必要とされている」「今の職
場に満足している」「今の職場に愛着を感じ
る」と答えた人の確率が有意に高い。また、
自分が利用していない場合でも、周りに育児
休業利用者がいる場合には、それらの満足度
が有意に高い。これは、育児休業が利用しや
すい職場は、職場の雰囲気が良好で働きやす
く、従業員の満足度が高いことを意味してい
る。 
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